
- 1 -

栄南中学校進路通信 第１４４号

発行日：令和 ７年１２月１５日

発行： ２学期も残すところ２週間となりました 」進路係「 。

櫻坂を緩歩中

進路に関する確認会議より（公立高校編）

先日参加してきた進路に関する会議にて、確認された要点をお知らせいたします。

一部、再掲載となりますが大切な内容です。ご理解ください。

①道立高校の願書の手書きでの訂正は訂正印不要です。

ですが、北海道収入証紙を貼付してしまった等、願書にミスがあった場合、作り直しが原則

やむを得ない場合、手書きで訂正することができます。かつて願書の訂正は二重線を引き、訂

手書きで訂正した正印を押印しておりましたが、訂正印の押印は不要となりました。ただし、

場合、必ず中学校経由で高校へ連絡する必要がありますので、訂正した旨を学級担任へ確実に

。伝えてください

②市立高校の願書の手書きでの訂正も訂正印は不要ですが‥

市立高校の願書も手書きで訂正した場合、訂正印は不要ですが、 で訂正できるのは住所のみ

住所以外の訂正は、Ｗｅｂで「申請取り下げ」を行った後、再度、申請のやり直しとなりす。

（つまり、願書の作り直しとなります ）ます。 。

③「市立高校→道立高校」の出願変更について

市立高校から道立高校へ出願変更する場合、出願者（保護者）はＷｅｂで「申請取り下げ」

を行わなければいけません。

④札幌大通高校を除く市立高校の自己推薦書について

します （札幌大通高札幌市立高校の自己推薦書も北海道教育委員会ＨＰよりダウンロード 。
、、、

校は札幌市教育委員会のＨＰよりダウンロードします ）。

「北海道」をその際、左上に「北海道 （空欄） 高等学校長様」となっておりますので、

してください。削除して 「市立札幌●●高等学校長様」と入力か手書き、

⑤市立高校の（受検料）納付書について

納付書を使用して金融機関に納める場合は必ず中学校から配付された納市立高校の受検料を

してください。他の納付書でも納金はできるようですが、やめてください。付書を使用

⑥公立高校の下見（受検場の公開）について

しかし、前日に確認のために（校地外の）校舎前まで生徒が公立高校の下見はありません。

行くことは許されております。
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⑦公立高校受検時の防寒対策について

防寒対策のため文字の入っていない上着、ひざかけの使用は可能です。

⑧公立高校本検査の欠席について

公立高校の本検査を欠席する場合 「理由と追検査受検希望の有無」を速やかに中学校へ連、
、、、、

。 、 、 。絡してください 速やかの目処は 集合時刻を考慮し 本検査当日の８：４０までとなります
、、、、、、

、 、なお しなければ追検査を希望する場合 中学校を経由して 追検査受検願 を高校へ提出、 「 」

受検はできません。

⑨公立高校に合格して入学を辞退する場合

しなければ、辞退はできません。中学校を経由して「入学辞退届」を高校へ提出

中学校を経由して高校へ電話連なお、提出前（合格発表＝３月１７日の１５：３０まで）に

ことをご理解ください。絡を入れる規則になっている

⑩公立高校の入試得点について

（ ）公立高校の入試得点を開示請求することができます。期間は合格発表翌日の３月１８日 水

から令和１３年の３月３１日までの約５年間となります。

期間が長いため、令和８年３月１８日（水）～令和８年３月２６日（木）までを集中受付期

間として、受検生は受検票と身分証明書を受検校へ持参すれば口頭で入試得点を教えてもらえ

ます （集中受付期間外や保護者が開示請求する場合は手続きが複雑になります ）。 。

⑩公立高校の受検場に持ち込めないもの

携帯電話（スマートフォン等を含みます 、目覚まし時計、漢字や英単語が書かれている。）

‥その他、入試の公正を損なうおそれのあるものです。文房具やポケットティッシュ

札幌圏の私立高校入試（単願、一般ともに）では携帯電話の持ち込みが可能来春より

となりました （詳細は次号でお知らせします ）。 。

しかし、公立高校入試（推薦、一般ともに）では携帯電話の持ち込みは不可で 「持っ、

てきた受検生は挙手してください 」といった検査をしている高校もあります。。

「途中」は途中のバス停になりました！◎ｃｏｆｆｅｅ ｂｒｅａｋ

滋賀県大津市伊香立途中町に「途中」というバス停があります。

このバス停は、かつて堅田駅から出発するバス路線の終点で 「次は終点、途中」とアナウ、

ンスされると「途中なのに終点？」とバスファンの間で話題になり、ＴＶで取り上げられるこ

ともありました。ですが、このバス路線はほとんど利用客がおらず、２０２１年３月１２日を

もって、廃止されてしまいました。

しかし、バス停「途中」がなくなった訳ではありません。

堅田駅と大津市葛川細川町を結ぶバス路線と、出町柳駅と高島市朽木を結ぶバス路線の途中

のバス停として残っているのです。まさに「途中」は途中のバス停となったのです。

「次は途中の途中」とアナウンスするのも面白いと思うのですが、いかがでしょうか？


